
■宅地造成及び特定盛土等規制法 

宅地造成，特定盛土等または土石の堆積に伴い，災害が生じるおそれが大きい市街地

または市街地になろうとする土地の区域等において，宅地造成等に関する工事について

崖崩れまたは土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより，宅地等

の安全性を確保するものです。 

 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第１３条  宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は，政

令で定める技術的基準に従い，擁壁，排水施設その他の政令で定める施設の設置その

他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなら

ない。 

（土地の保全等） 

第２２条  宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者，管理者又は占有者は，宅地造成

等に伴う災害が生じないよう，その土地を常時安全な状態に維持するように努めなけ

ればならない。 

 

※ 特定盛土等規制区域内については，法第３１条（技術的基準等），法第４１条（土

地の保全等）に規定されています。 

 

 

■建築基準法 

（維持保全） 

第８条 建築物の所有者， 管理者又は占有者は， その建築物の敷地， 構造及び建築設

を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。（以下略） 

（敷地の衛生及び安全） 

第１９条 

１～３（略） 

４ 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては，擁壁の設置

その他安全上適当な措置を講じなければならない。 

 

※ 擁壁の技術的基準については，建築基準法施行令第１４２条に規定されています。  

 

※ 高さが２ｍを超える擁壁を築造する場合については，当該工事の着手前に，建築基

準法による工作物の確認申請を提出し，確認済証の交付を受けなければなりません。 

 

• 宅地造成等規制法 

• 都市計画法 の規定による許可を受けなければ 

• 津波防災地域づくりに関する法律 ならない場合を除きます。 

 

※ 高さが２ｍ以下の擁壁については，確認申請の提出は要しませんが，安全性の確認

は必要となります。 


